
 
 

                    
 

策定スケジュール 

 
 

平成２４年 ７月(第１回) 

  

 平成２４年 ７月( 〃 ) 

 

 

  平成２４年１０月(第２回) 

 

 

平成２４年１１月(第３回) 

 

  

 平成２５年 １月(第４回) 

 

 

 

 

平成２５年 ２月(第５回) 

 
  

 平成２５年 ３月 

 

 
 平成２５年 ３月 

 

 

 平成２５年度中 

   

平成２５年度中 

 

 平成２５年度中 

 

 

 参 考 
  国民保護法 抜粋 
  (市町村の国民の保護に関する計画) 
 第３５条 市長村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する 
  計画を作成しなければならない。 
 ５ 市長村長は、その国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県知 
  事に協議しなければならない。 
 ６ 市長村長は、その国民の保護に関する計画を作成したときは、速やかにこれを議会に報 
  告するとともに、公表しなければならない。 

資料１ 

計画素案  総論・第２編の提案

東京都からの指示事項等を修正し計画決定 

総務文教委員会に計画原案を報告  

計画原案の決定 

パブリックコメントの実施 

公     表 

計画案を決定、東京都知事に協議 

委 嘱・任 命 

計画素案  総論・第２編の審議・決定、第３編・第４編の提案

計画素案  第３編・第４編の審議・決定、第５編の提案

計画素案  第５編の審議・決定 

議 会 報 告 


